
船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２３年３月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２２年５月９日 １７時００分ごろ 

発生場所 福井県越前町越前岬沖 

 越前岬灯台から真方位３１５°１０.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°０５.８′ 東経１３５°４９.２′） 

インシデント調査の経過 平成２２年７月５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 泰山
たいざん

丸、１４トン 

ＦＫ２－２１８５（漁船登録番号）、個人所有 

１５.４５ｍ（Lr）×３.９３ｍ×１.７５ｍ、ＦＲＰ          

ディーゼル機関、４７８kＷ、昭和５２年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成１４年８月２３日 

免許証交付日 平成１９年２月５日 

（平成２４年８月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機クランク軸及び全シリンダのクランクピン軸受メタル焼損 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、主機の毎分回転数を約１,６００と

し、速力約１０ノットで越前岬北西方沖を南東進中、平成２２年５月９日

１７時００分ごろ、越前岬灯台から真方位３１５°１０Ｍ付近において、

主機が、大きな異音を発するようになったので停止した。 

本船は、主機の再始動を試みたが運転できず、自力での航行を断念して

僚船にえい
．．

航を依頼し、１８時１５分ごろ、越前町越前漁港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４ 

  海象：風がやや強く、波も少しあった 

 その他の事項 主機の運転や整備については、次のような状況であった。 

 ① 運転時間は、年間約２,０００～２,５００時間であった。 

② クランクピン軸受メタルは、約４～５年前に開放点検及び新替され

ていた。 

③ 潤滑油は、２か月ごとに新替されていた。 

本インシデント後、主機は、開放点検の結果、次のことが判明した。 

① ２番シリンダのクランクピン軸受メタルが異常摩耗し、クランク軸

も焼損していた。 
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② 同メタルは、下半分が溶損して焼失していた。 

③ 他シリンダの全クランクピン軸受メタル及びクランク軸も焼損して

いた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

本船は、越前岬北西方沖を南東進中、主機２番

シリンダのクランクピン軸受メタルが異常摩耗し

て焼損したものと考えられる。 

主機は、他シリンダの全クランクピン軸受メタ

ル及びクランク軸も焼損したものと考えられる。 

主機は、２番シリンダのクランクピン軸受メタ

ルが異常摩耗して金属粉が潤滑油こし器に付着

し、潤滑油の圧力が適切に維持されないまま運転

が続けられ、他シリンダのクランクピン軸受メタ

ル及びクランク軸が焼損した可能性があると考え

られる。 

主機のクランクピン軸受メタルは、約４～５年

前に開放点検及び新替され、また、潤滑油は、約

２か月ごとに新替されており、２番シリンダのク

ランクピン軸受メタルが異常摩耗した要因を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、越前岬北西方沖を南東進中、主機２番シリ

ンダのクランクピン軸受メタルが異常摩耗して焼損したため、主機の運転

が継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

 

 




